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○道路法 

（昭和二十七年六月十日） 

（法律第百八十号） 

（都道府県公安委員会との調整） 

第九十五条の二 道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路（高速自動車国道及

び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。）に区画線（道路交通法第二条第

二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条

において同じ。）を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項

の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交

差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行

い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとするときは、当該

地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第四十六

条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急

を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合に

は、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならな

い。 

２ 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条

の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項

の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定

により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道

路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に

協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規

定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。 

（昭四六法四六・追加、平元法五六・平三法六〇・平一九法一九・一部改正） 

 


